
第71巻　第5号，2012（763～772） 763

報 告

発達障害児等の性教育に関する養護教諭の意識

水内　豊和1），中島　育美2）
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舞
納

〔論文要旨〕

　本研究では，T県の通常学校（小学校・中学校・高等学校）計344校の養護教諭（計351人）を対象とし，発達障

害児およびその疑いのある児童生徒（発達障害児等）に対しての性教育について意識調査を行った。発達障害児等

に対する性教育については，約8割の養護教諭が課題意識を持っていること，さらに顕在化する課題の背景として

発達障害児等の有する対人コミュニケーションの問題を認識していることが明らかになった。またどの学校種の養

護教諭も，小学校低学年からの系統的な性教育とともに個に応じた教育的支援が必要との認識を示した。性教育の

指導内容としては発達障害児等が困難さを抱えやすい人間関係や社会性の問題に起因する性の課題への対応をとり

わけ重要視していた。今後，特別支援教育の推進にあたり，養護教諭という人的リソースや保健室という環境は不

可欠であることから，学校全体での発達障害児等の理解向上のあり方，発達障害児等に対応するための養護教諭の

役割発達障害児等にも配慮した性教育の内容および方法，について考察した。

Key　words＝発達障害児，性教育，養護教諭，特別支援i教育

1．問題と目的

　近年，発達障害のある成人が，対人コミュニケーショ

ンおよびソーシャルスキル習得の困難さ，衝動1生のコ

ントロールの難しさに起因して性に関する問題行動を

起こし，実際に性に関する事件の加害者となるケース

もみられている。しかし，発達障害があることが事件

（非行）の加害者になることの直接的原因ではなく，

あくまで彼らの生活上の困りごとが適切に対応され

てこなかった結果，つまり二次的な問題によるものと

いう理解は，一般社会にはまだまだ乏しい。こうした

現状に対し，発達障害児がその二次障害から起こしう

る事件を防ぐためにも，また発達障害児が他人とのコ

ミュニケーションで世間では常識と言われている行動

を理解できるようになるためにも，生島1）は「性的衝

動のコントロールや異性との付き合い方に関する対人

コミュニケーションスキルの欠如を考慮し，これらを

視野に入れた性教育が望まれる」と指摘している。ま

た，福島2）は，アスペルガー症候群の子どもに対して

望まれる性教育について，「第1に子どもたちが人間

性の自然である性の問題について，自分で行動決定が

できる性教育を充実させる必要がある」と述べている。

　このように発達障害の障害特徴に合わせた対人コ

ミュニケーションの困難さへのアプローチやソーシャ

ルスキルの獲得を目的とした性教育が発達障害児には

必要という指摘は確かに重要であるが，他方，発達障
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害児は多くの場合通常の学級に在籍することから，定

型発達児をベースとした性教育の中で，このような発

達障害児の個別性・特異性を考慮した性教育のあり方

については，これまでにほとんど検討されてきていな

い。特別支援学校に在籍する知的障害児を対象とした

性教育実践・性教育のあり方ならびに教師および養護

教諭保護者の性および性教育に関しての意識調査等

の研究は近年になり数は多いとはいえないものの取り

組まれている3・　4）。しかし，通常学級に在籍する発達

障害児を対象とした性教育の実態や教員の意識につい

ての研究は管見の限り見当たらない現状である。通常

学校における特別支援教育の推進にあたって，特に養

護教諭は学校全体を見渡せる立場であるとともに発達

障害児に寄り添った個に応じた支援を行うことができ

るなど，キーパーソンとして期待されている。そこで

本研究では，養護教諭の発達障害児に対しての性教育

の意識調査を行い，今後，発達障害児に対する性教育

のあり方を検討するうえでの基礎資料を得ることを目

的とする。

表1　調査回答者の概要

小学校 中学校 高等学校
（134人） （33人） （47人）

人数 ％人数 ％人数 ％

性別

男性 0 0．0 0 0．0 0 0．0

女性 134 100．0 33 100．0 47 100．0

年齢

20～29歳 21 15．7 7 21．2 8 17．0

30～39歳 29 21．6 2 6．1 5 10．6

40～49歳 29 21．6 6 18．2 19 40．4

50歳～ 55 41．0 18 54．5 15 31．9

経験年数

10年以下 37 27．6 8 24．2 11 23．4

11～20年 35 26．1 4 12．1 10 21．3

21年以上 62 46．3 21 63．6 26 55．3

学校の児童生徒数

100名以下 27 20．1 2 6．1 3 6．4

100名～199名 28 20．9 7 21．2 4 8．5

200か日299名 29 21．6 5 15．2 4 8．5

300名～399名 17 12．7 8 24．2 10 2L3
400名～499名 11 8．2 2 6．1 7 14．9

500名～599名 9 6．7 3 9．1 7 14．9

600名～699名 4 3．0 5 15．2 4 8．5

700名～799名 6 4．5 0 0．0 4 8．5

800名以上 3 2．2 1 3．0 4 8．5

特別支援学校での

勤務経験

あり 14 10．4 4 12．1 17 36．2

なし 120 89．6 29 87．9 30 63．8

小児保健研究

］1．調査研究の方法

1．対　象

　T県の通常学校（小学校・中学校・高等学校・中高

一貫校）計344校を対象とした悉皆調査を行った。調

査対象者は，各学校の養護教諭（計351人）である。

回答者数（および回収率）は，小学校134人（65．7％），

中学校33人（38．4％），高等学校47人（77．0％），中高

一貫校1人（100．0％）で，合計215人（61．3％）であっ

た。回答者の特性としての性別，年齢，教職経験年数

児童生徒数特別支援学校での勤務経験の有無は表1

に示す通りである。なお，本研究においては学校間に

よる性教育に対する意識を検討するため中高一貫校は

分析対象から外した。

2．調査内容

　特別な教育的支援を必要とする児童生徒への性教育

に関する養護教諭の意識について，特別支援学校等で

の性教育を取り扱った先行研究の質問項目を参考に一

部加筆・修正し，（1）対象者の個人属性5）（性別，年齢

経験年数，学校規模，特別支援学校での勤務経験の有

無など計6項目），（2）特別な教育的支援を必要とす

る児童生徒の性教育上の課題の有無とその内容（自由

記述）について6），（3）性教育の必要性の有無および

開始すべき学年について6），（4）性教育に必要だと思

われる指導内容5・7）（「男女の違い」，「妊娠」など計24

項目），（5）性教育を行うにあたっての困難点8）（「教材・

資料が少ない」，「実施する教師が少ない」など計9項

目）の5つの内容から構成し，（4），（5）については「そ

う思わない」～「そう思う」までの5件法で尋ねた。

3．手続きおよび調査期間

　質問紙は，T県学校保健会養護教諭会理事会に必要

部数をまとめて郵送し，そこからT県の通常学校（小

学校・中学校・高等学校・中高一貫校）の養護i教諭へ

配布し後日回収した。なお倫理的配慮として，回答は

任意であること，データは統計的に集約され学校名が

特定される形で用いられないことなどを文中にて示し

た。回収に際して質問紙は，個々の養護教諭が同封し

た個別の封筒に入れ密封してもらった。

　実施に際し質問紙と共に，回答者ならびに対象児に

ついて以下のように限定する指示文を同封した。まず，

回答者については，児童生徒の保健に関わる部分を担
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当しており，児童生徒に日ごろ関わっており，性に関

して携わることが多いことから本調査の回答を養護教

諭に求めることを説明した。また本調査の対象児とし

て「通常学校に在籍している特別な教育的支援を必要

とする児童生徒（発達障害のある児童生徒）」を想起

し回答を求めた。さらにこの「特別な教育的支援を必

要とする児童生徒（発達障害のある児童生徒）」につ

いては，「さまざまな障害（学習障害，注意欠陥・多

動性障害，広汎性発達障害等）や，診断がつかないが

校内で支援を受けているケースも想定されるため，こ

こでは一つひとつの障害心あるいはある具体的な子ど

もをではなく，広く発達障害を有するあるいはその疑

いのある児童生徒を包括したもの」として回答しても

らうこととした。なお本論では，「特別な教育的支援

を必要とする児童生徒」を以下「発達障害児等」と表

記する。

4．分析の視点

　本研究は通常学校における発達障害児等に対する性

教育への養護教諭の意識を調査するという目的の下，

以下の3つの主題と下位項目を設け，結果の分析もこ

れに基づいて行った。

（1）発達障害児等の性教育上の課題の有無とその内容

　について

（2）発達障害児等への性教育に関しての意識について

　①発達障害児等の性教育の必要性および開始すべき

　　学年

②発達障害児等の性教育の必要な理由について

③発達障害児等の性教育に必要だと思われる指導内

　　容について

（3）性教育実施上の困難点について

皿．結 果

1．発達障害児等の性教育上の課題の有無とその内容に

　ついて

　性教育上の課題が「ある」と回答した養護教諭の割

合は，小学校73．1％，中学校78．8％，高等学校72．3％

であった。独立性の検定を行った結果，学校種問にお

いて「ある」，「ない」，「どちらともいえない」という

回答結果には統計的に有意な差はみられず（カイニ乗

値＝1．1513，自由度＝4，p値＝0．8861），学校種に

かかわらず総じて課題を抱えているという実態が示唆

された。

　性教育上の課題の内容に関して，性教育上の課題が

「ないとはいえない」（「ある」・「どちらともいえない」

を合わせたもの）と回答した人について，学校別に養

護教諭の回答結果について示したのが図1である。学

校種別にみると，小学校で多くみられる性教育上の課

題は，「異性への関心」が90人（67．2％）と最も多く，「性

器いじり・自慰」が72人（53．7％），「性的被害に関して」

が57人（42．5％），「排泄処理に関して」が44人（32．8％），

「性的加害に関して」が38人（28．4％）となっていた。

中学校では，「異性への関心」が29人（87．9％）と最

も多く，次いで「性的被害に関して」が23人（69．7％），

1，性器いじり・自慰

2．排泄処理に関して

3．異性への関心について

8人（42％）

4．不潔な排泄処理に関して 　5人（h，S．2％）

5人（106。）

・8人（2・一9％）
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　性教育上の課題が「ある」，「どちらともいえない」と回答したものの合計
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「性的加害に関して」が18人（54．5％），「性器いじり・

自慰」が16人（48．5％），「排泄処理に関して」が8人

（24．2％）となっていた。高等学校では，「異性への関

心」が31人（66，0％）と最も多く，「性的被害に関して」

が28人（59．6％），次いで「性的加害に関して」が21

人（44，7％），「児童生徒の性交」が13人（27．7％），「性

器いじり・自慰」が6人（12．8％）となっていた。

2．特別な教育的支援の必要のある児童生徒への性教育

　に対する養護教諭の意識について

（1）性教育の必要性および開始すべき学年について

　発達障害児等に対する性教育が「必要である」と

回答した養護教諭の割合は，小学校90．3％，中学校

90．9％，高等学校87．2％であった。独立性の検定を行っ

た結果，学校種間において「必要である」，「どちらと

もいえない」，「あまり必要ない」，「まったく必要ない」

という回答結果には統計的に有意な差はみられず（カ

イニ乗値＝・0．4141，自由度＝2，p値＝0．8130），ど

の学校種においても発達障害児等に対する性教育の必

要性を高く認識していることがうかがえる。

　次に性教育を開始すべき学年についてまとめたもの

が図2である。学校別に養護教諭の回答結果について

みると，小学校では，「小学校低学年」が35．8％と最

も高く，次いで「児童生徒の個人差によって違う」が

26．9％，「小学校中学年」が20．1％であった。中学校

では，「小学校低学年」が39．4％と最も高く，次いで

「児童生徒の個人差によって違う」が21．2％，「小学校

高学年」が15．2％であった。高等学校では，「小学校

低学年」が31．9％と最も高く，次いで，「児童生徒の

個人差によって違う」が27．7％，「小学校高学年」が

12．8％であった。いずれの学校の養護教諭も「小学校

低学年」，「児童生徒の個人差によって違う」との回答

が最も多い結果となった。

一muL一一”

4001， 45010

闘小学校

騨中学校

M高等学校

（2）性教育の必要な理由について

　発達障害児等に対して性教育が必要な理由について

因子分析（主因子法，バリマックス回転）を行った結果，

表2に示すように「男女の人間関係における性」と「家

族や社会の一員としての性」という2因子で解釈する

ことが妥当であった。2因子の累積寄与率は47．7％で

あった。各因子ごとに，学校種を従属変数とする一要

因の分散分析を行った結果が表3である。両因子とも

に主効果が認められず，多重比較の結果においても学

校種間で有意な差は認められなかった。

　学校種別に養護教諭の回答結果についてみると，小

学校では，「正しい知識を与えるため」が83．6％（性

教育の必要性について「必要である」，「どちらとも

いえない」と回答した全人数のうちのパーセンテー

ジ，以下同じ）と最も多く，次いで「性的な発達がみ

られるため」，「性の被害者にならないため」が同じく

77．7％，「生命の尊さを教えるため」が73．9％であった。

中学校では，「性の被害者にならないため」，「性の加

害者にならないため」が同じく90．9％と最も多く，次

いで「男女相互の理解・尊重のため」，「正しい知識を

与えるため」が同じく81．8％，「性的な発達がみられ

るため」，「生命の尊さを教えるため」が同じく78．8％

であった。高等学校では，「性の被害者にならないた

め」が87．0％と最も高く，次いで「正しい知識を与え

るため」が84．8％，「男女相互の理解・尊重のため」，「生

命の尊さを教えるため」が同じく80．4％であった。

　これらの回答結果から，総じて各学校種で性的な発

達の発現から生じる児童生徒の心身の変化の理解，お

よび他者理解の困難さのために性教育の必要性を感じ

ていることがうかがえる。また，児童生徒の心身の発

達ゆえに出てくる性犯罪関与への危惧から，予防とし

ての「性の被害・加害について」という理由も重視さ

れていた。
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表2　性教育が必要な理由についての因子分析結果

因子1

j女の人

ﾔ関係に

ｨける性

因子2

ﾆ族や社会

ﾌ一員とし

ﾄの性

7 男女相互の理解・尊重のため 0．82 0．17

8 生命の尊さを教えるため 0．76 0．11

11 全人的な発達を促すため 0．74 0．17

2 生き方を教えるため 0．71 0．09

10 正しい知識を与えるため 0．70 0．26

5 性に関する情報の氾濫に対し間

痰ﾁた性情報に惑わされないよ

､にするため

0．59 0．13

9 さまざまな性的問題行動がみら

黷驍ｽめ
一〇．11 0．68

12 親が指導に戸惑っているため 0．04 0．66

6 児童・生徒が性に関心を持って

｢るため
0．20 0．63

1 性的な発達がみられるため 0．18 0．61

4 性の加害者にならないため 0．28 0．55

13 性的自立が必要であるため 0．35 0．51

3 性の被害者にならないため 0．37 0．50

（3）性教育に必要だと思われる指導内容について

　発達障害児等の性教育において必要だと思われる指

導内容について因子分析（主因子法，バリマックス回

転）を行った結果，表4に示すように「結婚生活と健

康」，「遺伝と障害」，「こころとからだの発育・発達」，「生

殖にかかわる機能の成熟」，「性の被害・加害」という

5因子で解釈することが妥当であった。なお，因子分

析にあたっては，どの因子にもまたがって負荷したた

め「愛⊥「人間関係・社会性（異性との関係，正しい

言葉使い，エチケット，マナー等）について」，「性情

報について」，「妊娠中の障害（アルコール・煙草等か

らの悪影響等）」の4項目は分析では削除した。5因

　　　　　　　　　　　　　表3

子の累積寄与率は70．6％であった。各因子ごとに，学

校種を従属変数とする一要因の分散分析を行った結果

が表5である。多重比較の結果，因子1，3，5におい

て，学校種下で一部有意な差が認められた。

　学校種別に養護教諭の回答結果をみると，小学校で

は，「男女の違い」が90．3％と最も高く，次いで「人

間関係・社会性（異1生との関係，正しい言葉使い，エ

チケット，マナー等）について」（以下，「人間関係・

社会性について」とする）が88．8％，「こころの発達」

が85．1％であった。中学校では，「男女の違い」が

91．8％と最も高く，次いで「第二次性徴」が90．9％，

「人間関係・社会性について」が87．8％であった。高

等学校では，「性的被害について」が95．6％と最も高

く，次いで「性的加害について」が93．4％，「人間関係・

社会性について」が88．9％であった。

3．発達障害児等の性教育実施の困難点について

　発達障害児等に対する性教育実施上の困難点につい

ては図3に示す結果となった。因子分析（主因子法，

バリマックス回転）を行った結果，1因子解が妥当で

あり，「発達障害児等に対する性教育の困難さ」と命

名された。1画面の累積寄与率は80．8％であった。こ

の因子について，学校種を従属変数とする一要因の分

散分析を行った結果が表6である。多重比較の結果，

中学校・高等学校に比して小学校の困難さの得点が有

意に高かった。

　性教育を実施するうえでの困難点として，学校種

別に養護教諭の回答結果についてみると，小学校で

は，「実施する教師が少ない」が46．5％と最も高く，

次いで「教材・資料が少ない」が45．5％，「養護教諭

が多忙である」が41．4％，「性教育の知識が少ない」

が30．3％であった。中学校では，「教材・資料が少な

い」が47．6％と最も高く，次いで「実施する教師が少

ない」が42．9％，「養護教諭が多忙である」が38．1％，

「性の問題に対応できない」が38．1％であった。高等

学校では，「実施する教師が少ない」が67．7％と最も

性教育が必要な理由についての学校種間での比較

小 中 高 多重比較

　　　　　因子1

j女の人間関係における性

4．05

O．16

4．07

O．16

4．04

O．09

F（2，15）＝0．07

@　n．S．

　　　　　因子2

ﾆ族や社会の一員としての性

3．86

O．31

4．03

O．36

3．66

O．44

F（2，18）＝1．78

@　　n．S．

上段：平均得点，下段：標準偏差
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高く，次いで「養護教諭が多忙である」が58．1％，「学

校の方針にない」が45．2％，「教材・資料が少ない」

が40。6％であった。

　これらの回答結果から，各学校での性教育を実施す

るうえで，困難点に共通する項目と相異する項目がみ

表4　性教育に必要と思われる指導内容についての因子分

　　析結果

因子1

牛･生

ﾆ健

N

因子2

笂`と

瘧Q

因子3

ｱころと

ｩらだの

ｭ育・発

B

因子4

ｶ殖に

ｩかわ

驪@能

ﾌ成熟

因子5

ｫの被
Q・加

Q

10　避妊 0．82 0．16 0．09 0．13

　　　闘

O．24

9　妊娠 0．78 0．05 0．19 0．23 0．15

14　出産 0．77 0．22 0．19 0．15 0．09

11家族計画 0．77 0．29 0．09 0．12 0．15

17　人工妊娠中絶 0．73 0．41 0．10 0．03 0．12

15性病 0．72 0．29 0．23 0．05 0．21

13結婚 0．71 0．25 0．18 0．19 0．15

16育児 0．68 0．39 0．12 0．10 0．05

8　受精（性交を

@含む）
0．63 0．19 0．13 0．36 0．18

12　エイズ 0．54 0．26 0．40 0．16 0．08

22　遺伝 0．37 0．73 0．01 0．12 0．13

20　障害 0．31 0．71 0．13 0．15 0．17

19性別（男女平等・

@　男女参画社会，

@　権利など）

0．33 0．61 0．27 0．12 0．14

18　人間と動物の

@　違い
0．22 0．59 0．23 0．06 0．27

1　男女の違い 0．21 0．10 0．83 0．23 0．12

2　第二次性徴 0．13 0．10 0．80 0．23 0．07

3　こころの発達 0．19 0．22 0．71 0．22 0．07

5　男性生殖器の

@特徴
0．21 0．10 0．29 0．88 0．10

6　女性生殖器の

@特徴
0．19 0．10 0．33 0．87 0．10

7　受精（性交を

@含まない）
0．30 0．28 0．28 0．45 一〇．07

24　性的加害につ

@　いて
0．27 0．23 0．06 0．08 0．88

23　性的被害につ

@　いて
0．28 0．24 0．15 0．07 0．81

小児保健研究

られた。共通する困難点としては，「教材・資料が少

ない」，「実施する教師が少ない」，「多忙である」，「性

教育の知識が少ない」という項目が挙げられた。また

相異点として，「学校の方針にない」という項目は，小・

中学校に比して高等学校に多くみられた。

】V．考 察

1．発達障害児等の性教育上の課題の有無とその内容に

　ついて

　特別な教育支援を必要とする児童生徒の性教育上の

課題に対して各学校の70～80％の養護教諭が課題を意

識していることがわかる。その内容としては，どの学

校種においても総じて「異性への関心について」を課

題として強く認識しているが，とりわけ中学校が他の

学校種と比較して高い。この結果には，中学生の時期

に発現する思春期の心理的影響が関与しているように

考えられる。

　また，生活習慣に関する「性器いじり・自慰」，「排

泄処理」，「不潔な排泄処理」の課題については，児童

生徒の年齢が上がるにつれ減少傾向にあるのに比べ，

「性的被害について」，「性的加害について」，「児童生

徒の性交」といった課題についての意識は増加傾向に

ある。減少傾向にある課題については，小学校の段階

から生活習慣の確立のために指導を行うことで減少し

ていると考えられる。一方，増加傾向にある課題意識

について，「性的被害について」の課題では，他者意

図，特に悪意について読み取ることに困難さを有する

ため，危険性もわからず知らない人について行ってし

まうケースが想定される。さらに発達障害を有する児

童生徒は二次的障害から，いじめを受けたり，自己肯

定感を低下させていることが少なくない。そのような

折に優しい声をかけてきた悪意のある人物を信じてし

まい，性的な被害を受けてしまう危険性もあると考え

られる。「性的加害について」の課題では，今の社会

情勢における性犯罪の状況の影響や発達障害の特徴で

ある，対人コミュニケーションの問題から，本人の意

図とは別に行動的側面から性犯罪の加害者と誤解をさ

れたり，もしくは，障害のため，自分のとった行動が

性犯罪であると認識をしていない場合があると考えら

れる。

　これらの養護教諭が認識している課題意識の根幹に

は，発達障害児等の障害特徴である対人コミュニケー

ションの問題があると考えられる。そのことは，小学
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校から中学校，中学校から高等学校と学校段階が上が

るにつれ，同性同士および男女同士のコミュニケー

ションについての課題が増えることからもわかる。養

護教諭は発達障害児等の性教育上の課題として，総じ

て対人コミュニケーションに関与することを強く意識

している傾向がうかがえた。

2．特別な教育的支援の必要のある児童生徒への性教育

　に対する養護教諭の意識について

　特別な教育的支援の必要のある児童生徒への性教育

に対する養護教諭の意識について性教育の必要性およ

び開始すべき学年，性教育の必要な理由，性教育に必

要だと思われる指導内容の3つの視点から考える。ま

ず，性教育の必要性および開始すべき学年についてで

は，いずれの学校の養護教諭も「小学校低学年」，「児

童生徒の個人差によって違う」との回答が最も多く，

早期からの性教育を行うべきであるとの認識を持ちつ

つも発達障害児等の個人差や障害の程度発達段階に

応じて実施すべきとの認識も持ち合わせていることが

うかがえる。

　次に，性教育の必要な理由についてでは，総じて各

学校種で性的な発達の発現から生じる児童生徒の心身

の変化の理解および他者理解の困難さのために性教

育の必要性を感じていることがうかがえる。また，児

表5　性教育に必要と思われる指導内容についての学校種間での比較

小 中 高 多重比較

　　因子1

牛･生活と健康

3，482

O，247

3，685

O，198

3，787

O，216

F　（2，27）＝4．95p＜．05

@小く中＊小く高＊＊

　因子2

笂`と障害

3，300

O，259

3，326

O，255

3，197

O，105

F（2，9）＝0．39n．　s．

　　　　　因子3

ｱころとからだの発育・発達

4，484

O，137

4，354

O，185

4，071

O，012

F　（2，6）＝7．55p＜．05

@小〉高＊＊中〉高＊

　　　　　因子4

ｶ殖にかかわる機能の成熟

3，862

O，132

3，697

O，210

3，674

O，068

F（2，6）＝1．43n．　s，

　　因子5

ｫの被害・加害

3，904

O，063

4，318

O，021

4，149

O，030

　　F（2，3）＝49．02

ｬく中＊＊小く高＊中〉高＊

上段：平均得点，下段：標準偏差　＊＊：1％有意＊：5％有意

　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　｝　　　　　　　　】　　　　　　　　1　　　　　　45人（45．5％）　　｝

∴二二＝：＝上灘lll坦坦灘　羅針i

3．実＿師が少ないMas賑露＿、欝野獣％）…

∴欝＝：：盛顛憂㌫騰i

　　　　　　　　　　　　　　　l　15人11，．，％月

　　6．学校の方針にない　”一π一　，・，Vl・ll’「「　　　　　5人（231，8％）
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表6　性教育実施上の困難点についての学校種間での比較

小 中 高 多重比較

　　　　因子1

ｭ達障害児等に対する

@性教育の困難さ

2，193

O，247

1，832

O，140

1，891

O，224

F（2，24）＝7．76P〈．01

@小〉中＊ホ小〉高軸

上段：平均得点，下段：標準偏差　”：1％有意

童生徒の心身の発達ゆえに出てくる性犯罪関与への危

惧から，予防としての「性の被害・加害について」と

いう理由も重視されていた。

　3点出として性教育に必要だと思われる指導内容に

ついてでは，第二次性徴が発現し，生理的・心理的に

児童生徒の心身の変化が訪れる時期である小学校高学

年段階において「男女の違い」，「第二次性徴」，「ここ

ろの発達」を指導内容として重要視していることがう

かがえる。発達障害児等は，自身の身体の変化と心の

成長とのズレを背景として問題行動を呈することもあ

る。そのため，小学校段階から，そのような変化や男

女の違いを教えていくことの必要性を感じていると考

えられる。中学校段階になると，小学校段階で必要と

思われる項目に加えて，「受精（性交含む）」，「妊娠」，

「避妊」，「エイズ」，「性感染症」，「性被害について」，「性

加害について」の項目を重要ととらえる傾向になる。

児童生徒の第二次性徴が発現し，身体は大人となって

いくのに比してこころの発達はまだ十分に成熟はして

いない中学校段階では，異性や性に関する事柄に好奇

心の高まりのために安易な行動をとってしまう可能性

がある。そのため，望まれない妊娠や性感染症等の危

険性について教える必要があるとの認識を持っている

のではないかと考えられる。また，生徒の身体は小学

校の段階に比べ成熟するため，性被害に遭う危険性も

考慮しているのであろう。高等学校では，小学校およ

び中学校段階で必要とされる指導内容に加えて，より

性交に関係がある項目に対する回答が多いことがわか

る。これは，前述の性教育上の課題でも挙げられてい

る「児童生徒の性交」を養護教諭が考慮したことによ

ると考えられる。また，性交等を行っていない児童生

徒に関しても，学校を卒業し地域生活を送るうえで身

につけておくべき事項と認識していると考える。「性

的被害・加害について」は，高等学校段階の生徒は，

中学校時に比べ，さらに活動範囲が広がるとともに，

携帯電話やインターネット等を利用した不特定多数と

の交遊関係の広がりがみられる時期にあるため，小学

校，中学校段階よりも性犯罪に巻き込まれるケースが

増加するとの危惧を反映した結果であろう。

　また，高等学校段階でも，小学校段階から必要とさ

れている「男女の違い」，「第二次性徴」，「こころの発

達」といった指導内容が同様に重要視されている。こ

のことから，発達障害児等には，小学校段階で単発的

に指導をするのではなく，他の児童生徒と比較すると

理解度に差があると考えているために小学校段階から

高等学校まで系統的に性教育の内容を行っていくこと

が必要であると認識すると同時に，小・中学校段階ま

での指導で十分に知識が身についていない・身につき

にくいために，高等学校段階でも指導を行う必要を感

じていることが推察される。

　因子分析ではどの因子にもまたがって負荷したため

削除されたように，小学校，中学校，高等学校を通し

て「人間関係・社会性について」という内容を重視す

る傾向があった。このことは，発達障害児等の障害特

徴である対人コミュニケーションを考慮して必要性を

認識していることのあらわれと考えられる。

3．発達障害児等の性教育実施の困難点について

　各学校での性教育を実施するうえで，困難点に共通

する項目と相異する項目がみられた。共通する困難点

としては，「教材・資料が少ない」，「実施する教師が

少ない」，「多忙である」，「性教育の知識が少ない」と

いう項目が挙げられ，養護教諭自身の性教育に対する

関心の高さとは裏腹に，学校における性教育への関与

の難しさが垣間見える。また相異点として，「学校の

方針にない」という項目は，小・中学校に比して高等

学校に多くみられた。高等学校は義務教育ではなく，

特に今の高等学校の現状を考えると，児童生徒の人格

形成やセクシュアリティの確立のための性教育よりも

大学に進学することや就職することをとても重視して

いる傾向がみてとれよう。
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V．総合考察

1．養護教諭に求められる発達障害児等への理解

　今回の調査を通して，大きく以下2つのことが養護

教諭に求められると考えられる。まず第一に，当然な

がら発達障害に対する理解である。今回の研究からは，

発達障害児等に対する性教育については，70～80％の

養護教諭が課題意識を持っていること，さらに顕在化

する課題の背景として発達障害児等の有する対人コ

ミュニケーションの問題を認識していることがみてと

れた。このことから，これまで行われてきた性教育の

内容や方法に沿って正しい知識を児童生徒に与えるだ

けでなく，男女の性に関する意識の違いや他者理解な

ど男女の人間関係に関することを障害特性に応じて丁

寧に伝えていき，性犯罪の被害者・加害者にならない

ための予防的な教育が求められると考えられる。同時

に，性に関する正しい知識や対人関係スキルを身につ

け，性教育の必要な理由として自由記述にも挙げられ

ていたように，性的行動について正しく選択できるよ

うに関わっていくことが求められる。このように発

達障害に対する正しい理解と発達障害のある子どもた

ちそれぞれの特性を知り，予防的な関わりや自己選択・

決定できるように支えることが必要であろう。

　第二に，児童生徒全体に働きかける性教育と個別の

対応も含めた個々に対する性教育の双方がよりいっそ

う求められよう。今回の調査を通して，性教育実施の

結果による児童生徒の理解度には差があることが示唆

された。そのため，児童生徒一人ひとりの理解度に応

じた個別の対応が求められると考えられる。そのため

にも，まずもって発達障害のある児童生徒の特性や抱

える困難さを理解しアプローチしていく姿勢が養護教

諭に求められる。

2．発達障害児等に対応するための学校における養護教

　諭の役割

　学校における養護教諭の役割として以下2つのこと

が重要と考えられた。1つ目に他の教職員に対してこ

れまで以上に性教育の重要性を伝えていくことが求め

られるであろう。今回の調査結果からも，性教育の困

難点として「性教育の知識がない」，「実施する教師が

いない」といった指摘が多いことに加え，自由記述で

も，そもそも「管理職や他の教諭に性教育の必要性に

対する理解がない」という意見が多く得られた。この
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ことから，養護教諭と他の教員との性教育に関する意

識の違いが感じられる。しかし，先述のように，とり

わけ発達障害児等に対して性教育は，性に関する知識

を学び，考え，選択し行動する，そして人生設計にも

関わる大切な学習である。そのためにも，学校段階早

期からの性教育の必要性を認識するとともに，養護教

諭は，他の教職員に対し，今まで以上に性教育の重要

性を伝えていくことが求められる。

　2つ目に，子どもたちの情報を他の教職員と繋ぎ，

共有する役割があると考えられる。保健室という場の

特質から，発達障害等の子どもたちにとってパニック

を落ち着かせたり安心できる場となっていることも少

なくない。そこで養護教諭は，すべての児童生徒にとっ

ては言うまでもなく，発達障害児等にとっても健康課

題を把握し，性の課題についても情報を得やすい立場

にある。したがって，このような立場の養護教諭が学

校において情報共有を中心的に行うことで，子どもた

ちの性の現状に合った性教育を効果的に行うことがで

きるのではないかと考える。そのため，養護教諭が中

心となった情報の把握と共有，性教育への対応につい

ての実践的検討の積み上げがいっそう必要であると考

えられる。

3．発達障害児等にも配慮した性教育の内容および方法

　のあり方について

　現在の性教育の指導内容は，小学校では体育科の中

で小学3・4学年から取り扱うこととなっている。単

元「育ちゆく体と私」の中で，体が年齢に伴って変化

すること，体の発育・発達には個人差があること，思

春期になると体の変化が起こり異性への関心も芽生え

ること，体の発育・発達には調和の取れた食事・適切

な運動・休養および睡眠が必要であること，を中心に

構i成されている。中学校では保健体育における保健分

野で，単元「心身の機能の発達と心の健康」で取り扱

われる。そこでは，思春期は身体的には生殖に関わる

機能が成熟し，精神的には自己形成の時期であること，

精神と身体は互いに影響し合うこと，こころの健康を

保つには欲求やストレスに適切に対処することなどが

中心に構成されている。また，「健康な生活と疾病の

予防」のエイズおよび性感染症の予防の中で，疾病概

念や感染経路について理解できるようにすること，予

防方法を身につける必要があることを理解できるよう

にすることが挙げられている。このように性教育につ
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いては取り扱われる内容が時期を定められて実施され

てきている。しかし，今回の研究結果からは，定型発

達児と比較して発達障害児等には性に関する知識・理

解に明確な差があると養護教諭は認識していること，

そして小・中学校段階までの指導が身についていない・

身につきにくいこと，が課題として指摘された。した

がって，発達障害児等の存在を考慮に入れた小・中・

高等学校までの系統的かつ丁寧な指導の内容と方法の

検討が必要であろう。

　指導内容については，心身の発育・発達だけでな

く，男女の対人コミュニケーションに関する理解やス

キルを発達段階に応じて身につけられるように配慮す

る必要があろう。そして，避妊の方法などについても

中学校段階から伝えていくことも必要なのではないか

と考えられる。また，今回の研究を通して，どの学校

種の養護教諭も発達障害児等に対する性教育の開始学

年を，いわゆるカリキュラムとして始まる小学校中学

年からではなく，小学校低学年からが望ましいと考え

ていることが示唆された。このことから，小学校低学

年から折に触れて，自分たちの身体の成長や生命の誕

生などいのちについて伝えていくことが必要なのでは

ないかと考える。

　指導方法においては，具体的でわかりやすい教材な

どが必要に応じて使用されることが望ましい。しかし

今回の研究結果からも，性教育の困難点としてどの学

校種においても「教材・資料が少ない」ことが挙げら

れている。知的障害特別支援学校を対象とした山田ら

の調査4）でも，同様に，特別な支援を必要とする子ど

もたちの理解を促す教材や資料が不足していることが

指摘されており，発達に遅れや偏りのある子どもたち

の実情に応じた学習内容と方法についての教材開発や

教材研究の必要性が示唆された。また性教育を学校教

育活動全体として行うためにも，そして将来地域で自

立生活を営むという視点からも，養護教諭や保健体育

専科の教諭だけでなく，産婦人科医や助産師，子育て

中の母や子どもなどの地域の人的リソースを活用した

効果的な性教育を行うことが求められる。

VI．研究の限界

　今回の調査では，回答が得られた214人を対象に分

析を行ったが，回収率が61．3％とあまり多くないこと

や学校種間で回答者数にばらつきがあること，また，

小児保健研究

診断名のある児童生徒のみを対象としていないこと，

そしてT県という一地域のみをとりあげた調査であ

ることから，今回の結果を一般化するには慎重に行う

必要があると考えられる。
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